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市 民 性 育 成 の た め の 地 理 教 育

時事問題研究カリキュラムの示唆するもの-

Geography Education for Citizenship:
Implications of the Curriculum focused on Current Issues

Ｉ。問題の所在一見方としての地理一

表１をみていただきたい。これは，リービーと

ストルトマンによる地理教育の３類型を，彼らの

表現内容を拾いながら整理したものである。

両氏の研究が我が国の地理教育研究に示唆する

点として，次の２点を指摘できる。第１に，社会

科教育の教科原理との関係において地理教育の性

格を規定している点であるＯ一見して分かるよう

に，彼らは，バー，バース√シャーミスの著名な

研究「社会科の３つの伝統」1）を基礎にして地理

教育の存立形態を提起しようとしたＯ社会科に，

社会道徳科（公民性伝達），社会科学科（社会科

学研究），社会問題科（反省的探求）などの多様

な教科原理があるように，地理にもそれに対応す

る形で，３つの社会科地理が存在するという提案

であろう。アメリカの地理教育の枠組みを平易に

交通整理している点で注目すべき研究といえる。

近年，日本の地理教育についても類型化が発表さ

れており怯　リービーらの研究は，日米の地理教
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育観の違いを比較検討してゆく上での１つの材料

を提供している。

彼らの研究で注目したい第２の点 は，「反省的

探求」の伝統に位置づく地理教育の性格を「見方

としての地理」と表現している点である。場所や

地域といった地理学の分析対象を態度形成の手段

に利用するのが「素材としての地理上であれば，

空間に関わる地理学の分析概念を科学的な社会認

識形成の手段とみなすのが「社会科学としての地

理」である。 そして，これら２つの類型との関係

から類推して，対象に対する地理学独自の問いか

け（qｕestｉｏｎ）を，換言すれば，地理学の分析方

法を問題解決能力の育成に応用しようと考えるの

が「見方としての地理」ということになる。近年

の我が国の教育界では，「見方」 それ自体の育成

を目的とする形式主義的な地理教育論が提唱され

ており3），社会科の目標・内容と地理教育と の関

係を分断して論じる傾向にある。地理的見方をあ

くまで社会問題研究の手段とみなし，社会科に科

表１　リービーとストルトマンによる地理教育の３類型

社会科の伝統 公民性伝達 社会科学研究 反省的探求

(1)社会科の目標

(2牡 会科の内容

意思決定 の参照枠 として の正

しい価値の教え込み

専門家が解釈し， 教師によっ
て権威付けられた価値や信念，
態度を示唆するもの

社会諸科学 の概念・過 程・課
題の習得による意思決定

個別 の社会諸科学， また は統
合的な社会科学の構造・概念・
方法・課題

市民 が意思決定し， 問題を解
決するのに必要な知識の探求

…略…問題は， 反省 のた めの
内容を構成する

地理の性格 素材(topic) としての地理 社会科学としての地理 見方(perspective) としての地理

(1)学習の対象

(2)地理の知識

(3)代表的事例

場所の学習

事実(content)

同心円拡大カリキュラム

空間的組織の学習

概念(concepts)

高校地理プロジェクト：HSGP

出来事・経過の学習

問い(questions)

特に例示なし

Michael Libbee and Joseph Stoltman, “Geography Within 由e Social S七udies Ｃｕｒｒicｕlｕｍ,”Ｓひengthening Geogr  i可決y in the Social

心血'ies, National Council for the Social Studies, Bulletin No.81, 1988, pp.30-38. より筆者が論文 内容を整理し，表の形式 にあらわし≒

-37  ―



目地理を位置付けようとするりービーらの問題意
識は傾聴に値する。
このように両氏の研究には学ぶべき点が多いも
のの
，課題や限界も少なくない。第１に，余りに

講壇論的な類型化の研究になっている点である
。

カリキュラムや授業を具体的にどのように構成す
れば各類型の教科目標を達成しうるのか

，類型と

形成論がセットで示されないと
，せっかくの成果

も実践に活かしてゆくことができない
。論文中に

各類型の授業形態が示されてはいるか
，発問と学

習活動を例示したにすぎず
，それらに系統性を読

み取ることも難しいＯ研究紀要の執筆分担や紙数
の制約もあってか

，地理課程の類型化と各類型の

解説という体裁を採らざるをえなかったところに
本論文の限

界があるＯ。
課題の２つ目は

，社会科教育と地理との関係を

整理した本研究においても
，依然として社会科で

地理を教授するのは当然のこと
，科目地理が存在

するのは所与のこととして議論が組み立てられて
いる点である

。例えば，「見方としての地理」の

コンセプトを説明する箇所で
，著者は歴史研究と

地理研究による問いかけの違いに言及する
。

歴史学者は「‾何か起きたのか
，なぜその時

期に起きたのか
，その出来事の結果・原因

に相当する出来事は何か
，その出来事は同

時期に起きた他の出来事とどのような関係
にあるか

，その出来事は後の時代にどのよ

うな影響を与えたか
」を問う。

一方，地理学者は「何がどこで起きたのか，

なぜその場所で起きたのか
，その出来事は

其所および他所の事象とどのような関係に
あるか

，その出来事は其所および他所の将

来にどのような影響を与えるか
」を問う‰

いみじくも著者自身が指摘するように
，社会の

「出来事
・経過」を把握しようとする試みは，地

理研究だけではない
。歴史研究でも可能だし，む

しろこれらの事象には
，歴史的アプローチで迫る

方が
一般的ではないか。合衆国の社会科教育の現

状からみても同じことがいえる
。合衆国社会科の

メインストリ
ームは歴史と公民にあって，教育史

を省みても
，科目地理の地位は一貫して低い6）。

なぜ社会問題の探求に，敢えて地理の研究方法を

導入しなければならないのか
。なぜ歴史ではいけ

ないのか
。問題解決能力の育成のためには地理が

是非とも必要なのだ
，という積極的な理由・根拠

が明らかにされないと
，反省的探求としての社会

科地理が存立するのを論証したことにはならないＯ
形式主義的な教育論に基づき地理教育の再興が

論じられる今日
，改めて検討されるべきは，リー

ビ
ー論文が提起している原理的問題である。第１

に匚見方としての地理
」とは一体どのようなもの

で
，それはどのようにして形成されるのか，第２

に
，なぜ「‾見方としての地理」が社会問題の探求

力の育成に欠かせないのか
，という問題である。

そして
，地理でこそ育成可能で他の教科目では育

成が難しい資質を明示し
，社会科における地理の

存在理由を明らかにすることである
。

以下では
，リービーらの第３類型の考え方が比

較的明瞭に現われている『グロ
ーバル教育におけ

る時事問題』（以下『時事問題』と略記する）を
取り上げ

，論を展開する7）。まず本カリキュラム

に内在する地理教育論を仮説的に提示し（Ｈ章）
，

それを内容編成と学習過程の事実に即して論証す
る（Ⅲ章）

。そして最後に，本稿が掲げる２つの

問いに
，すなわち，匚見方としての地理」の意味

内容と
，その教育的意義の問題に答えることにし

よう（IV章）。

ｎ。市民性育成のための地理教育

(1)地理による市民性育成
①時事問題に関わる実践的判断力の育成

『時事問題』は
，オハイオ州で社会科教育の指

導的な立場にあるジェファ
ーソン，ラヴディス，

リベラらが
，後期中等課程を想定して開発した

匚カリキュラム
・ユニット｣である。彼女らは本

教材の基本理念と目標を次のように説明する
。

本教科書は
，現代社会の諸問題の全領域を

網羅するものではないけれども
，特に現在

および未来の社会に影響を及ぼす地球規模
の課題について

，生徒の認識を深めること
を目指している。
生徒は

，責任ある意思決定をすること，思

想の自由を行使すること
，対立する複数の

見解や証拠の吟味に基づき，選択すること
－38－



を学習
しなければならない‰

前段の引用部では
，本カリキュラムで取り上げ

る時事問題の性格が説明され
，後段では，時事問

題の分析を通して育成したい市民性の中身が例示
されているｏ時事問題とは

，現代の，また未来の

社会において対応が求められる
匚迫り来る課題と

危機(developing concerns and crisis)」のこと
である

。それは決して他人事ではない，全ての人

類が直面する地球規模の危機であるがゆえに
，合

衆国市民にはこれらの問題に匚綿密かつ知的に対
応」できる実践的な判断力を培わなければならな
い9）。
時事問題を取り上げ

，それを研究させるとは，

ある危機的状況下において社会はどうあるべきか
，

私たちはどうすべきかなど
，市民が意思決定する

際の拠り所となる実践的知識を探求させることを
意味する。

②地域事象と
しての時事問題

時事問題は
，ある地域に限定された個別事象と

いう形であらわれる
。同じ時事問題でも，場所が

変われば問題の性質が変わるし
，性質が変われば，

それぞれの事態に即した解決策が求められよう
。

実際のところ『時事問題』では
，一一Ⅲ章以降で

詳述するけれどもｰある１つの時事問題を
，合

衆国を含む世界諳地域の様々な事実を提示しなが
ら捉えさせている

。時事問題とは，匚時事」とい

う言葉が指し示すように
，過去の歴史事象のこと

ではなく
，今日の世界の地域事象のことである。

そして
，本カリキュラムの場合，地域事象のなか

でも現代と未来の社会が直面する匚課題と危機」
に着目させるところに特質かおるｏ
『時事問題』は

，地域の時事問題を取り上げ，

それを探求させることで実践的判断力を形成する
「‾地理による市民性育成」の地理課程として性格
付ける

ことができる。

（2）地理研究による市民性育成
①問題成立の構造を広域的に捉える
時事問題に匚緻密かつ知的に対応

」できる判断

力を育成しようとすれば
，まずはその時事問題が

どのような状況で起きているのか
，問題の原因や

影響を理解させなくてはならない
。カリキュラム

開発の担当者は，時事問題の性質を次のように説
－39

明している。

私たちは地球共同体に住んでいる
。この共

同体は内部で相互に密接な関係を形成して
いるが故に

，一国で為された一個人一集団

の決定も
，あらゆる国に潜在的な影響を与

えることになる。

健康と環境の問題は
，地球的な関心事であ

り
，国境を一切考慮しない。この問題につ

いての幅広い理解と解決なしには
，生命は

危険にさらされることになるだろう10）
。

前段は厂外交問題
」について，後段は匚健康と

環境問題
」について指導書が示した解釈である。

ある国の外交政策は
，友好関係にある諸外国の動

静に起因することもあれば
，遠い外国の，見も知

らぬ集団
・組織に影響を及ぼすこともある。また

伝染病や環境汚染は
，人為的に作られた境界に遮

られることなく拡散するために
，その解決には国

境を越えた取り組みが要求される
。

地球規模の時事問題の原因や影響を把握させよ
うとすれば

，空間的にみて広域的に個人や社会の

相互作用を捉えさせなければならない
。時事問題

の構造を理論的に把握しようとすれば
，地理的ア

プロ
ーチで問題に迫る必要かおる。

②問題解決の方策を局地的に捉える
時事問題に匚責任ある意思決定

」ができる判断

力を育成しようとすれば
，問題にどのように対処

すればよいのか
，時事問題の解決のし方を理解さ

せなくてはならない
。『時事問題』の指導書も，

教師に対して匚各単元の学習活動を通じて
，論争

問題と問題解決の技能を指導して欲しい尹と指
示しているＯただし同じ人権問題でも解決の方法
は
一律ではない。東アジアと中東では問題の特性

が異なるだろうし
，そうなると，それぞれの場所

の社会的文脈に応じた解決策を選択・決定するこ
とが要求されよう。

問題解決の具体的方策を考えさせようとすれば
，

空間的にみて局地的なスケ
ールで，その地域に固

有な問題解決の条件や理念を捉えさせなくてはな
らない

。問題成立の理論的研究に限らず，問題解

決の技術的研究にも
，もう１つの地理的アプロー

チが必要とされるＯ
『時事問題』は実践的判断力を育成するべく，



時事問題の成立状況を空間的に広域的に提示し，

その解決策を局地的に分析させる寸地理研究 によ

る市民性育成」の課程として内容編成 される。

なお実践的判断力 は，①既存の価値基準を前提

にして現代社会の実態を分析し√現在の諸制度を

改良して ゆく社会制御力と，②未来社会の在り方

を追究し，新たな規範を確立してゆく社会構想力

とに大別で きる12）。 ①の資質形成を担 う単 元を

「現代社会研究としての地理」，②のそれを「未来

社会研究としての地理」と名付けよう。両者 は地

理教育論 として相互 に補完し合う関係 にあり，

『時事問題』においても①と② の内容が半分づつ

を占めている。以下，それぞれの理論を比較考察

したいところだが，紙数がそれを許さない。そこ

で本稿で は「現代社会研究」をねらいとする３つ

の単元に限定して，内容編成と学習過程の実際を

検討する。「未来社会研究」 の３単元 につ いては

稿を改めて論ずることにしたい13）。

Ⅲ。現代社会研究としての地理

（1）内容編成一国民国家 システムの再生産過程－

①単元設定：国家の政策の不公正問題

『時事問題』は計６つの単元 で構成 されるカ リ

キュラム・ユニットである。本カリキュラムの全

体計画を示すと，表 ２のようになる。各単元には

匚人口」「世界の飢 餓」「健康と環境問題」「外交問

表３ ．単元設定：国家の政策の不公正問題

単元名 国家の政策 政策の不公正

第２単元
世界の飢餓

資 源 の
再分配

・人間の生存権の侵害
・配分機構の未確立

［ 食糧問題 ］

第４単元
外交問題

外交政策の
決　 定

・外国の統治権の侵害
・内政問題への干渉

［外交問題 ］

第６単元
社会正義

法秩序の
維　 持

・市民 の自由権の侵害
・政治参加の制限

［人権問題 ］

（筆者作成）

題」厂科学と技術」厂社会正義」の名称が付され，

それぞれの単元に４～７つ，平均して５つ程度の

小単元が配置されている14）。

「現代社会研究としての地理」 では， 現代世界

のマクロなレベルでの行動主体，すなわち，公共

部門の意思決定を担い，社会を実質的に組織・運

営している国家を学習対象に取り上げる。そして，

国民国家を単位とする今日の世界像を描かせると

ころに地理内容編成としての特質がある。

単元設定の基本的考え方を整理したのが表３で

ある。現代の国家には，一般に一 大きな政府と

小さな政府の違いこそあれ一 希少な資源を管理

し再分配する，そして対外的には外交政策を決定

し，国内的には法秩序を執行し維持する権限が認

められてきた。本カリキュラムでは，これら３つ

の国家 の意思決定領域に着目し， これまでに為さ

表２ 『グローバル教育における時事問題』の全体計画

第

／

／

／

／

／

第

／

／

／

／

／

／

／

第

／

／

／

Ｉ／

／

単元　 人　口

単ヽ元１　人口増加：導入
単ヽ元２　人ロデータ
単ヽ元 ３　統計を越えて

単ヽ元４　人口増加：３つの事例研究
単ヽ元 ５　問題のもう１つの側面

．単元　世界の飢餓
ヽヽ単元６　世界の食糧生産：導入
ヽヽ単元７　世界の食糧生産：倫理

ヽヽ単元８　世界の食糧生産：情報
単ヽ元 ９　科学と食糧生産

単ヽ
元10　 もつ ものと，もたざるもの

単ヽ元11　 必要とするものへの援助
単ヽ元12　 食糧分配の政治

単元　健康と環境問題I
単ヽ元13　 生命の質

｀ヽ
単元14　AIDS と呼ばれる地球の危機

ヽヽ単元15　 遺伝子工学：自然をかえる
単ヽ元16　 環境に関する懸念
単ヽ元17　 私たち惑星の資源

第４単元　 外交問題

小単元18　 合衆国の外交政策
：その本質は何か？

小単元19　 世界における合衆国の関与
小単元20　 地球の火薬庫
小単元21　 外国援助

小単元22　 ブラジルとインド
：民主主義の事例研究

第
５単元　 科学と技術
小単元23　 情報工学

冲ヽ単元24　 生活のなかのコンピューター
小単元25　 ロボットエ学：夢柴乗せて
小単元26　 宇宙への移住

：最後のフロンティア

第６単元　社会正義

小単元27　 経済的不公
正

小単元28　 政治と人権
小単元29　 人権侵害

小単元30　 国連：成功それとも失敗？
小単元31　 南アフリカ：事例研究

Jeffeｒｓｏyl，Ｃ.，Ｌａｖdis. Ｄ. Ｃ.，Riｖｅｒａ，Ｒ. Ｅ.，Ｃ乙£rrent Issues  in Global  Education,  The  Center for Learnings,

1995,  p. V, よ り 作成 。 Ｐａｒtを 単 元, Lesson を 小 単 元 と し て 訳 出 し た 。
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表４　単元展開：国家の政策の距離化・国民国家システムの再生産過程

展開 学習内容 各単元の内容事例

Ｉ
近現代史の過程・帰結の
概観(学習課題の提示)

２：世界における食糧保障　　　 （食糧生産と人口増加）

４：世界における安全保障　　　 （合衆国の覇権外交）
６：世界における人権保障　　　 （生活水準の格差拡大）

6

18
27

Ｈ

(1)国家単位の問題状況
２：各国の食糧生産　　　　　　 （アジア・アフリカ諸国，アメリカなど）

仕
：各国の情勢不安　　　　　　 （北朝鮮・ソマリア・ハイチ・ボスニア）

６：各国の人権侵害　　　　　　 （中国・クウェート・アメリカ）

7
19
28

(2)国家単位の問題状況に
起因する国際関係

２：食糧輸出国による穀物貿易・価格の統制

科学者による品種改良 と 匚緑の革命」の推進
４：アメリカによる世界各国への軍事介入

６：マスメディアによる人権侵害事件の報道

8
9

20
29

Ⅲ

剛合衆国との国際関係

２：食糧資源の偏在，保有国・非保有国の対立
人道的見地に基づく食糧援助の難しさ

４：自国の政治的・経済的利害に基づく外国援助

６：国連機能の形骸化，加盟国への影響力の弱さ

10

11
21
30

(2)合衆国との国際関係に
規定された国内問題

２：食糧援助の受入と分配過程　 （バングラデシュ， ボスニアなど）
４：民主主義の確立と経済発展　 （ブラジル，インド）

６：人種隔離政策の継続と解決過程（南アフリカ）

12

22

’31

Jefferson, C., Lavdis, D; Ｃ.,Riｖｅｒａ,Ｒ.Ｅ.,Ｃxzｍ 叭£Issues in Global  Education, The Center for Learnings, 1995,

pp.49-100, pp.125-156, pp.179-205, より筆 者が学習内 容を抽 出し， 作成した。 右列の数字 は， 小単元の番号を表している。

れ て き た 判 断 の 公 正 さ を 改 め て 子 ど も た ち に 吟 味　　　 実 践 的 課 題 を 複 数 の 側 面 か ら 提 示 ず る よ う に 単 元

さ せ よ う と す る 。 単 元 は ， 政 策 の 立 案 や 執 行 の 在　　　 設 定 さ れ て い る 。

り 方 で 不 公 正 さ が 指 摘 さ れ て き た ３ つ の 問 題 領 域　　　　 ② 単 元 展 開 ： 国 家 の 政 策 の 距 離 化

に 対 応 す る よ う に 設 定 さ れ ， 各 単 元 で １ つ の 代 表　　　　 各 単 元 を 構 成 す る ５ ～ ７ つ の 小 単 元 で は √ な ぜ

的 な 問 題 例 を 提 示 し て い る 。　　　　　　　　　　　　　 今 日 ま で ， こ れ ら 不 公 正 に 関 わ る 諸 課 題 を 解 決 で

例 え ば ， 第 ２ 単 元 匚世 界 の 飢 餓 」 で は ， 食 糧 問　　　 き な い で い る の か ， 問 題 解 決 が 極 め で 困 難 な 世 界

題 を 取 り 上 げ るｏ そ し て ， 一 部 の 国 に は 国 民 が 生　　　 諸 地 域 の 状 況 ： 現 代 世 界 の シ ス テ ム を 捉 え さ え よ

き る 最 低 限 の 食 糧 さ え 保 障 で き な い 状 況 が あ る こ　　　 う と す る 。

と ， ま た 人 道 上 の 援 助 物 資 が 戦 争 の 駆 け 引 き に 利　　　　 小 単 元 の 展 開 過 程 を 整 理 し た の が 表 ４ で あ る 。

用 さ れ た り ， 労 働 奉 仕 と の 引 き 替 え に 支 給 さ れ る　　　 左 列 に は ， 単 元 展 開 を Ｉ Ｈ Ⅲ の ３ パ ー ト に 分 け ，

実 態 が あ る こ と を 提 示 し て い る 。 第 ４ 単 元 「 外 交　　　 そ れ ぞ れ の 場 面 に お け る 学 習 内 容 を あ ら わ し た 。

問 題 」 で は ， 文 字 通 り ， 外 交 問 題 を 取 り 上 げ るｏ　　　 右 列 に は ， ２ ・ ４ ・ ６ の 各 単 元 に つ い て 具 体 的 な

ア メ リ カ に 代 表 さ れ る 大 国 に は， 独 立 国 の 統 治 権　　　 学 習 内 容 を 例 示 し た 。 こ こ で は 第 ６ 単 元 「 社 会 正

を 侵 し て ま で 諸 外 国 へ の 軍 事 介 入 を 繰 り 返 し て き　　　 義 」 を 事 例 に ， そ の 単 元 展 開 を 説 明 し て ゆ こ う 。

た 歴 史 が あ る こ と ， た と え 武 力 を 行 使 せ ず と も，　　　　 単 元 の 導 入 部 に 相 当 す る Ｉ で は ， 近 現 代 史 の 過

経 済 的 ・ 軍 事 的 な 援 助 を 通 じ て 諸 外 国 に 干 渉 し て　　　 程 ， あ る い は そ の 帰 結 と し て の 世 界 を 概 観 さ せ ，

い 芯 現 状 を 探 求 さ せ て い る 。 第 ６ 単 元 「社 会 正 義 」　　 単 元 の 学 習 課 題 を 提 示 し よ う と す る 。 例 え ば ， 小

で は ， 人 権 問 題 を 取 り 上 げ る 。 非 西 洋 諸 国 の 中 に　　　 単 元27 「 経 済 的 不 公 正１ で は ， 世 界 各 国 の 生 活 水

は 独 自 の 政 治 体 制 を 確 立 し ， 必 ず し も 個 人 の 自 由　　　 準 の 違 い を 示 し ， 国 家 間 に お け る 権 利 保 障 の 格 差

権 が 保 障 さ れ て い な い 国 が あ る こ と ， ま た 諸 権 利　　　 が 拡 大 し て い る 問 題 状 況 を 捉 え さ せ て い る 。

が 整 備 さ=れ て い て も ， 人 種 り 生別 等 の 属 性 に 基 づ　　　　 続 く ４ つ の 小 単 元 で は ， 国 家 単 位 の 政 策 問 題 は，

い て 政 治 的 な 差 別 が 合 法 化 さ れ て い る 社 会 も あ る　　　 国 内 問 題 に 留 ま ら ず ， 国 際 関 係 の 問 題 に ま で 拡 大

こ と を 提 示 し て い る15）。　　　　　　　　　　　　　　　 発 展 し て ゆ く 傾 向 に あ り （ ｎ ）， ま た 各 国 の 政 策

こ の よ う に ２ ・ ４ ・ ６ の 各 単 元 は， 政 策 の 不 公　　　 問 題 は ， ア メ リ カ を 中 核 と す る 国 際 関 係 に も 強 く

正 さ が 問 わ れ て い る 時 事 問 題 を 手 が か り に し て ，　　　 規 定 さ れ る 惰 勢 （ Ⅲ ） を 提 示 し よ う と す る 。 展 開

国 家 の 政 策 は ど う あ る べ き か ， と い う 現 代 社 会 の　　　 Ｈ に は ， 小 単 元28 「 政 治 と 人 権 」 と 小 単 元29 匚人
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権侵害」の内容が，展開Ⅲには，小単元30「国連：

成功それとも失敗」 と小単元31 厂南アフリカ：事

例研究」の内容が， それぞれ対応する。

例えば小単元28 では，共産党が一党独裁する中

国と，一部の王族が支配権を握るクウェートの人

権侵害の実態が提示される。続く小単元29 では，

これらの人権問題 はマスメディアを通じて世界に

報じられ，国際的に議論されている状況を捉えさ

せている。続いて小単元30 では，国際問題を処理

すべき国連の機能 は，冷戦の間，五大国の利害の

対立で事実上形骸化してきたことを提示する。そ

して単元最後の小単元31 では，南アフリカを事例

に取り上げ，世界各国の国益が対立するなかで，

南 アに対する政治的・経済的圧力は効果を上げず，

近年 まで有色人種への差別政策が存続してきた状

況を把握させている16）。

このように現代社会は，国家の相互監視と相互

統制の下で問題状況が生まれ（Ｈ）， またそれが

再生産（Ⅲ） されてゆく国民国家 システムに規定

されている。そこで各小単元は， このような現代

世界の趨勢を捉え させるべく「政策 の距離化」17）

の過程として，すなわち，一国の政策 は広く国際

関係に影響を与え ると同時に，それは複雑な国際

関係にも規定される世界の再帰的構造を描き出す

過程として配列されているＯ子どもは一連の過程

で問題探求することで，政策問題はますますイン

ターナショナル化かすれども，ナショナルなレベ

ルでは不公正が定着し，それが持続してゆく世界

のシステムを構成してゆけるようになっている。

現代社会の特質を研究させる単元は，国家の政

策問題を取り上げ，問題を生み出している地域間

の空間的対立関係：国民国家システムを捉えさせ

るように内容編成されているといえよう。

（2）学習過程一国家基準の分析・制御過程－

①社会実践：政策評価の社会的選択

次に国民国家システムの探求を通じて，実践的

判断力をどのように育成しようとしているのか，

各小単元における学習過程組織化の論理を抽出し

たい（表5 ）Ｏ

授業構成の第１の原則は，対象地域の理解を深

めながら国家の政策を評価し，その改善策を選択

してゆく社会的プロセスとして組織するというも

表５　授業過程：国家基準の分析・制御過程

展開 学習活動

(1)
｡【資料読解】
社会制度が人々 の主体的行為を拘束してい

る事実を把握する。

(2)

【調査研究】

各地域の社会制度とそれが人々の社会生活
に与える影響について

，比較考察する。
→公正さを子ども個人に吟味させる。

(3)

【評価決定】

(1)(2)を踏まえて対象地域の政策を評 価し，
代案を決定する。

→公正さの基準は集団( 投票結果) に委ねる。

発展
【評価反省】

政策評価の基準 となる社会規範・社会制度
を対象化し，その意義と課題を反省する。

(筆者作成)

のである。ここで は小単元28 匚政治と人権｣ を事

例に，その学習展開をたどぅてみよう18)。 なお表

６は，指導書の指示 に基づ き，小単元28 の学習過

程を再現したものである。表５と表６の左列の数

字は，相互に対応する部分を示している。

授業 の導入部で は，各国の社会制度の影響を受

けた人々の生活ぶりを把握させようとする((1)) 。

小単元28 の場合， シンクタンクのデータを基にし

て，各国では個人の自由がどの程度認められてい

るかを概観させている。具体的には，合衆国やカ

ナダ， オーストラリアが最高位にランクされ，イ

ラクや北朝鮮， リビアが最下位にランクされたこ

となどを，資料批判を介して読み取らせている。

次 に各国の社会制度を詳細に調べさせ，市民 に

保障された権利の差贄 肬または類似性を比較分析

させようとする((2))。本小単元の場合，合衆国・

中国・クウェートの３ヶ国で認められている人権

を，25 の視点から比較させている。調査の過程で，

共産党が一党独裁する中国では，裁判の適正手続

きが保障されず，婚姻や家族制度 にも封建的な慣

習が残っていること， また世襲の首長が統治する

クウェートでは，自由選挙が実施されておらず，

イスラム教の戒律の下で女性の権利も制限されて

いることなどが把握されよう。 これら一連の調べ

活動を通じて，子どもは自分なりの価値観や政治

観から，各国 の社会制度の公正さを吟味してゆけ

るようになっている。

前半の研究成果を踏まえて，対象地域の政策を

学級全体で評価し，代案を提案，決定させるのが

－42 －



表６　第６単元「社会正義」；小単元28 「政治と人権」の学習過程

教師の指示・発問 教授学習活動 子どもから引き出し たい知識

(1)

（1）「 自由世界」 という表現 を聴い た
ことがあるか ？

（2げ 自由世界」にはどのくらいの人々
が住んでいるだろう ？

（3）資料56を配布する。

Ｔ：発問 する

Ｐ：答え る

Ｔ：発問 する
Ｐ：答え る
Ｔ：配 布する

rぶ欠止ご1rQ･

・ ある。 ない。

・「 自由 世界」 には， 世界の全人口の24.8% が住 んで いる。

世 界人口 の１／４は自由 を享受 できないでいる

自由が貴重な ものであ るとい う事実が, 1993 年 の「 ニュ ーヨ ーク自由の家
」の調査で明 らか にな った。 この調 査で は，

世界の１／４以下 の人々 しか， 自由 とみなされる国 々に住んでいないことが示されている。
この調査で は， 市民的自由 と政治的権利 の実態を 基礎にして数字がはじき出された。
全人口55億人のう ち， わずか14 億人, 24.8% の人々しか， 自由である と判断さ れなか った。

「自由の家」 の調査 によ ると, 186 ヵ国 のうちビルマ， 中国， キュ ーバ， ハイチ，イ ラク，北朝鮮， リビ アな ど の12 ヵ
国が最下位 にランクされた。…以下，略…　　　　　　　　　　　　　　　(National Program Letter,  Summer 1993)

①調査を実施し だのは誰か ？

彼らがこのデ ータを収集 するの
に採用した方法，あ るい はこの

デ ータについて，何を知 ってお
くべ きか ？

②合衆国 は， 市民的自由 と政 治的

権利について，ど の位置 にラン
クされてたか ？

③なぜ
最後の ６ヵ国 は，我 々が考

えてい るより幾分低 くランクさ
れたと考え るか ？

Ｔ： 発問 する
Ｐ： 答え る

Ｔ： 発問する
Ｐ： 答え る

Ｔ： 発問する
Ｐ ：答え る

・「ニューヨ ーク自由の家」が調査し た。
・ デー タの収集方法 はわか らない。
・ これらの調査結果を分析す るにあ たって は， この 記事 が 保守 的な シン

クタン クが発行するニュ ースレ ターか ら引 用 され てい る こと を心 に留
めて置くべきである。

・ 合衆国 は， オースト ラリア，ニ ュージーランド ， カ ナ ダな どと 並び，
最高位にラ ンクされた。

・ イギリ ス， 日本， イタリア，ギ リシア， フラン ス， ド イ ツに は， 特 権
的な社会階層が残ってい るか らで はない か。

(2)

(1)資料57を配布 する。　　　　　　　　Ｔ： 配布する

(2)資料57の各権
利 の保護 につ いて，　Ｐ： 各国 の

合衆国・中国・ クウェート の状況　　 状況 を調べ

を調べさせる。　　　　　　　　　　 て 報告する

1.
生 きる権利，2.拷問や非人道的 扱いからの自

由，3. 奴隷や強制労 働か らの自由，4. 自由と安
全の権利，5. 公平な裁判を受 ける権利，6.遡 及
からの自由，7.私事 や家族生活が 尊重 される権
利，8. 良心・信仰 の自由，9.思想・表現の自由，
10.集会・結社 の自由， 皿 婚姻・家族構 成の自
由, 12. 財産 の権利，匯 移動 の自由, 14. 国 外
追放か らの自由, 15. 外国人集団 追 放 の禁止，
16.自由選挙 の権利, 17. 人権 侵害を効果 的に排

除する
権利，工8.法 の下で個人 と 認 めら れる 権

利， 皿 誤審 の補 償を うける権利, 20. 答弁する
権利, 21. 名前を もつ権利, 22. 国籍をもつ権利，
23.子ど もを もつ権利, 24. 法の下の平等の権利，
25.亡命 の権利

(3)人権に関する各国 の政 策の違 いを　Ｔ： 指示する
リスト にしなさい。　　　　　　　　Ｐ： 整理する

(4)任意に ５つ の国を選択 する。 各国　Ｔ ：指示する

の
人権政策(上 の1 ～25) につ いて　Ｐ ：調査し，

表を完成させ，結果を報告させる。　　 報告する

・ 合衆国 の場合，( 制度の上で は)1. ～25. の全て の権利 が認められている。

・ 中国では， 女性の生 きる権利が認 められず(1), 婚姻 や家族 構 成 は宗教
的戒律で制限され(12), 子ど もも２人 まで(23) し か もつ こと がで き な
い。 なお， 共産党が実権を握り， 司法が独立 して い ない た めに， そ の
代わりを党と一体化した行政機関が行な ってい る(5)。答弁(20) も限定
的にしか， 認められていない。

・ クウェ ートで は， 拷問が正当な もの(2)と みなさ れ，自由 選挙(16) は君
主 制を採用しているために行なわ れていない。 女 性 は， 法律上 一 個人
(18) として認められていない。なお，自由や安全(5) は，あ る一 定 区 画

の
みで認められ， 誤審の保証(19) は，宗教法 において要求 されて い るo

答弁(20) も限定的にしか認 められていない。法 の下 の平 等(24) は， 宗
教上の問題とみなされている。

・(2)の答えを， リ スト に整理 する。

・( 略)

(3)

(1)生徒を グループ に分 ける。

(2)各 グル ープごと に
１ ヵ国を 選択 さ

せ，そ の国が全て の市民 に人 権を

保障する ためにとるべ き政策を提
案させる。

(3)各 グル ープに自分 たちの提案を報
告させ，最 も優れた提案 に投 票さ
せる。

(4)｢もし人権を認 めない 国 に私 か住
んでいた ら， 私 の人生 にはどのよ
うな違いが みられるだろ う？｣ と
いう題目でエ ッセイをかか せる。

Ｔ ：指示する
Ｐ ：報告する

Ｔ： 指示する
Ｐ ：投 票する

Ｔ： 指示 する
Ｐ： エッセイ

を かき， 発
表する

(多様な提案/解答例).
・憲法で， 宗教的戒律と政治，行政を分離 することを定 める。
・ 憲法で， 一個人としての女性の権利を認 める。
・司法機関を， 行政機関か ら分離・独立さ せる。 など

(多様なエッセイ内容/解答例)

・ 私は
， 女性であるが ゆえ に，大学 に進学 するこ と も， 自 分 のつ きた い

仕事に就職すること も，で きなか ったか もし れない。

発
展
学
習

剛合衆国憲法の権利条項あ るいは世
界人権宣言を読 ませ る。

(2)10人に インタビューを試 み， どの
く らい のアメ リカ人が人権を当然
のことと考えているか調べ る。

Ｔ： 指示する
Ｐ： 皆で読む

Ｔ： 計画する
Ｐ： 調査する

・合衆国では， 憲法の修正条項で，個人 の権利 が 保障 さ れいて る。 合 衆
国 は， 世界人権宣言を批准してい る。

・ 半分以上 のアメリカ人 は， 人権 の内容 につい て 知っ てお り， そ れを当
然のこととして認識しているだろう。

・ アフリカ系や スペイ ン系のマイ ノリテ ィーは， 現 実生 活で は必ず し も
人 権は保障されていないと認識しているだろう。

Jefferson, C.t Lavdis, D., Rivera, R. E., Current  Issi£es in Global  E血CdtlOJl,

The Center for Learning", 1995, pp.185-190. より筆 者作成。
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後半の学習活動である((3))卜小単元28の場合√
グル

ープ単位で各国に勧告したい政策を提案させ，

最も優れた代案に投票させている
。例えば，クウェー

トに対しては
一民主的な政治制度との対比にお

いてｰ,政教を明確に分離する
，法の下の平等を

保障し
，女性の人権を明文化するなどの案が多数

の支持を得るのではないか
。しかし，どのような

政策案が選択されるかは
，子ども一人ひとりの，

そして学級全体の投票結果に委ねられており
，結

果を事前に予測する
ことはできない。

最後に指導書は
，子どもたちが政策評価の基準

としがちな合衆国の社会規範を取り上げ
，その意

義と課題を反省させている(発展学習)
。例えば，

小単元28の場合
，合衆国憲法の権利条項と地元住

民の人権意識を調べさせ
，制度として自由がどの

ように保障され
，それが現実にどの程度実現され

ているかをレポ
ートさせている。研究の過程で，

国際規約や憲法の規定に拘わらず
，アフリカ系や

スペイン系の人々が
，非合法な差別を受けている

実態が明らかになるだろう
。発展学習は，合衆国

社会の理念と現実に子どもを正対させ
，アメリカ

人が世界をみてゆくときの一般的な判断基準を相
対化させる場面を保証している

。

②社会理解
：他所の市民の制度拘束性

授業構成の第２原理となっているのが
，明示的

:ではないけれども，世界諸地域の事実や特色を，

そこに住む人々の行為を広く規制している社会制
度を通して捉えさせるというものである

。

小単元28の場合
，クウェートや中国の政策を評

価させる前に
，各国の人権保障に関して情報を収

集させたり
，その背景を分析させる機会を設けて

いた(前半の出と(2))19)
。なぜなら，これらの国々

に不公正を作り出している政治
，経済，宗教の諸

制度を理解することが
，問題の原因や問題解決の

条件を把握することにつながるからである
。政策

の妥当性を吟味し
，改善策を立案・決定させよう

とすれば
，対象国の市民生活の在り方を規定して

いる社会制度に着目させなければならない
。前半

の学習過程には
，子どもの調査・研究活動に基づ

いて３ヵ国の地域像を描かせ
，問題状祝の地域的

差異を淳き彫りに
七ようとする意図が読み取れる。

このように各小単元は, (1)事実を読解し, (2)問

題状況を批判的に分析し,13)新たな政策を多数決

Ｉ　
。。　。　　

¶　　　
。･

■　
．　

Ｉ¶丶-'I.･･　｡｡･| ･|｡･･　■¶W "■●',をもって選択する，(4)最後にぞの選択を個人的に

反省させる一連の社会的実践の過程として組織さ

れている。(1)～(4)の過程で授業構成することでご

子どもは，政策の運営に関わるナショナルスタン

ダードの理解と，その基準を制御し，是正してゆ

く社会参加の方法を習得できるようになっている。

｢現代社会研究としての地理｣ の単元はけ国家

相互の監視と統制で成り立つ世界システムと,それ

に起因する時事問題を提示している。授業ぱ，学

級集団という小社会のなかで時事問題の解決策を

検討させるように組織されているといえよう。

IV.おわりに一時事問題研究が示唆するものー
(1)
見方としての地理

①地域相互の空間的規定関係の分析
最後にこれまでの考察を踏まえて

，本稿の冒頭

で示した２つの問い, (1)社会問題の探求力を育成
する｢見方としての地理｣とはどのようなもので,I
(2)なぜそれは社会問題の探求に必要とされるのか

，

に答えてみよう。

『時事問題』から抽出できる地理的見方の１つ
は
，社会問題の原因・影響を，個人や社会集団の

空間的規定関係という視点から把握することであ
る
。Ｉ章でも引用したように，リービーらは地理

学者の｢問い｣として４つを例示するが
，それら

のうちの後半２つは
，地域間の相互作用を問うも

のになっている。

『時事問題』に即して説明すると
，よりグロー

バルなスケ
ールで時事問題の構造を理解させるた

めに
，６つの単元は，国家の政策が空間的な隔た

りを超えて影響し合う状況を捉えさせるように内
容編成されていた20)

。＼

②
地域内部の社会的関係の分析

『時事問題』に組み込まれた地理的見方の,もう
１つは

，問題解決の方策を，地域内部の社会的制
，約や人々の行為を踏まえて意思決定することであ

る
。前に示した地理学者の問いのうち前半2てつは。

個別地域の事実や条件を問うものになっているJ
『時事問題』を使

って説明すると，よりローカ
ルなスケールで問題状況を捉え√そごに最も適し

■
・　||　｜

た解決策を考えさせるために，各小単元の授業は，
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対象地域に特異な制度と人間主体との関係を把握
させるように組織されていた21）Ｏ
このように

，社会問題の探求に必要とされる地

理的「見方
」とは，①地域相互の空間的規定関係

を捉え
，②地域固有の社会的関係を把握しようと

する地理独自の対象の捉え方
，分析方法のことで

ある
。これら２つの「見方」は，単元の学習展開

と小単元の授業過程に巧みに組み込まれており
，

時事問題のグローバルな成立状況とロ
ーカルな解

決策とに迫ることを可能にしていた
。

これら地理研究の２つのアプロ
ーチは，決して

それ自体の育成が目的とはなっていないけれども
，

現代世界を広く覆うシステムについての
，そして

社会の諸制度と我々市民との関わりについての知
的理解を促し√それを制御してゆく能力を培うた
めの有効な手段として位置付いている气

（2潤かれた社会問題研究
・社会理解形成

それでは社会問題の探求は
，なぜ地理研究の過

程として内容編成されなければならないのか
。

Ａ.ギデンスの見解によると
，今日の社会変動

は
，それぞれの社会の内生的な要因よりも，社会

相互の政治的
，経済的，軍事的な結びつきに左右

される傾向にある
。このような近代社会の特質を

読み解こうとすれば
，社会を個々独立したものと

みなし
，その変化・趨勢を，進化・発展のプロセ

スとして解釈しようとする従来の歴史研究の方法
では

，おのずと限界があるという气

この指摘は
，歴史教育に内在する課題を考える

上で参考になる
。社会科カリキュラムを進化論的

な歴史観に基づいて内容編成した場合
，例えば，

ある国家
・社会の問題解決のプロセスを示すよう

に内容編成された単元は
，明らかにある目的に向

かった歴史発展の方向性を示唆しているし
，具体

的には
，現行体制や社会変革を正当化する歴史観

に基づき歴史の流れを示し
，そして我々の生き方

を方向付けるものになっていようレ社会の歴史的
研究は

，子どもの態度形成には極めて効果的で仕

あるけれども
，:無意識のうちに価値注入に加担し

かねない潜在的な危険性を秘めている
。

一方，社会を相互に影響し合う存在とみなして，

各地域の制度や体制の変化（継続性）を捉えようとするのが，地理研究の方法論である。国家・社会

の空間的広がりを内容編成の基盤とする社会科カ
リキュラムには

，社会問題を，単線的な問題生成

や問題解決のプロセスとしてではなく
，問題解決

を遮り
，問題生成を持続させているシステムとし

て提示できるところに特質がある
。また世界の様々

な地域を取り上げ，比較考察させることで，自分

が帰属している社会の世界観を相対化させた上で
，

問題解決の方向性を探らせることもできよう
。

社会問題のなかの
，とくに今日の世界に構造的

に組み込まれた時事問題を探求させるとき
，地理

の研究方法は歴史のそれよりも
，世界に向か９て

より開かれた社会理解の形成を保証する
。社会の

科学的認識をも
って現存社会からの精神的な自立

を促そうとする「社会科学科としての地理教育
」

ほど子どもの主体的な思想形成を尊重することは
できないけれども气　社会観の注入をできるだ
け抑えつつ

，現代社会の有り様を，その構造やシ

ステムを知り
，社会の在り方を他者との関わりに

おいて選択
，決定してゆける能力形成に積極的に

関わろうとするところに「社会問題科としての地
理教育」の本質がある。
近年の合衆国のグローバル教育や世界文化の教

材には, Geopraphyと明示こそされていないが
，

結果的に社会科地理の基本原則21）を採用している

プログラムが少なくない
。グローバル・イシュー

に焦点を当てた時事問題研究カリキュラムは
，現

代および未来社会の課題を社会的過程を通して決
断してゆく実践的判断力

＝市民性の育成を直接の

目標に掲げ
，社会科に科目地理を確立する論理を

示唆したものとして評価できる气
［註］

1) Barr, Robert　D., James　C. Bath, and　S.
Samuel Shermis. Definding the Social Studies,
Bulletin No.51, National Council for the Social
Studies, 1977.
2）山口幸男「わが国における各種地理教育論と社会
科地稈教育の意義」（社会科教育研究J Na79, 1998年

。

３）澁澤文隆『新学力観に立つ中学校社会科地理の授
・　業改善』明治図書, 1995年

。

４）本書所収の他の論文では
，具体的な学習活動が示

されてはいるが卜各論文の独立性が強く
，執筆者の

主張は必ずしも噛み合っていない
。本書のテーマは

，「地理の五大テーマ」にあり
，各論文ともこの点には

共通して関心を寄せている。
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する。『時事問題』は，どちらかというと① に重点を

置いた地理課程となっている。

26）例えば，Ｉ章で取り上げたストルトマンは，「市民

性育成のための地理教育」の将来的な方向性として，

グローバル・シティズンシップの育成 と， ナショナ

ル・シティズンシップの育成の２つ の道を示してい

る。 Joseph P.Stoltman,  Geogr αｐんy Educa £jo咒

for Citizens んφ, Social Sciences Consortium,

1990, pp.94-100.
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